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隠岐の島町へ転入された方へ 

隠岐の島町への転入にともなう各種手続をご案内します。 

窓  口 手  続  内  容 必 要 な も の 

１階④番 

戸籍住民係 

☏ ２-8560 

□ 転入届 

 転入した日から 14日以内に届出をしてください 

・届出人の本人確認書類 

・前住所地の転出証明書 

またはマイナンバーカード 

□ マイナンバーカードの住所変更（お持ちの場合のみ） 

※転入した日から 90 日以内にお手続きしてください。 

 期限を過ぎるとカードが廃止されます。 

カードの再発行は有料です(1,000 円)。 

・マイナンバーカード 

・暗証番号 
(英数字６桁以上・数字４桁) 

□ 在留カード等の住所変更（外国籍住民の方のみ） ・在留カード等 

１階⑤番 

国保年金係 

☏ 2-8560 

□ 国民健康保険 
・届出人の本人確認書類 

・マイナンバーカード 

□ 子ども等医療（18 歳以下のお子様） 
・お子様の保険証 

・届出人の本人確認書類 

□ 後期高齢者医療（７５歳以上の方） ・負担区分等証明書 
（県外からの転入の場合） 

１階⑦番 

住民税係 

☏ 2-8574 

□ 町税の納付方法の相談 ― 

１階①番 

児童福祉係 

☏ 2-8577 

□ 児童手当（高校生以下のお子様がいる世帯） 

受給者 

・本人確認書類 
・保険証等 
・マイナンバー 
・通帳または 
 キャッシュカード 

配偶者 ・マイナンバー 

【お子様と別居の場合】 
・お子様のマイナンバー 

□ 保育所（園）の入所相談 ― 

１階①番 

地域福祉係 

☏ 2-8561 

□ 福祉医療      □自立支援医療 
・福祉医療証 
・自立支援医療受給者証 
・印鑑 

□ 障がい者手当    □障がい者手帳 
・障がい者手帳 

・印鑑 

１階①番 

高齢者福祉係 

☏ 2-4500 

□ 介護保険の認定を受けている方 

（認定を受けていない方の手続はありません） 

・前住所の市町村からの 

「受給資格証明書」 

裏面につづきます  



隠岐の島町下西 78 番地 2  隠岐の島町役場  ☏０８５１２－２－２１１１（代表） （R7.3 更新） 

    

運転免許証の住所の変更手続に必要なもの 

   ・運転免許証 

・新しい住所を証明できるもの：マイナンバーカード、住民票（6 か月以内）、健康保険証等 

窓口：隠岐の島警察署（隠岐の島町西町吉田の二 20-15）☏２－０１１０ 

   

窓  口 手  続  内  容 必 要 な も の 

１階②番 

子育て世代 

包括支援係 

☏ 2-8577 

□ 妊産婦健診受診票交換 
・妊産婦健診受診票 

・母子健康手帳 

□ 乳幼児健診 

・母子健康手帳 

□ 予防接種 

□ 子育て応援パスポートこっころ ― 

▼庁舎２階窓口でのお手続き 

２階①番 

上下水道課 

☏ 2-0192 

□ 新住所の水道開栓手続がお済みでない方 

□ 水道料の納付方法相談 
― 

２階②番 

環境課 

☏ 2-8565 

□ ゴミの出し方・分け方ガイドブック 

□ ゴミ収集地区別カレンダー 

行政区：               

― 

２階⑤番 

消防防災係 

☏ 2-2111 

□ 町内放送機器の貸出申請 ― 

□ 防災ハザードマップ ― 

２階⑧番 

地域振興課 

☏ 2-8570 

□ 島民割引カード（航路・航空路） 

※航路（フェリー・超高速船）のみ、マイナンバー 
カードが島民割引カードとして利用可能です。 

・本人確認書類 

□ U・I ターン補助制度のご案内 

【対象】定住意思のある 50 歳未満の方 

   （転勤者は除く） 

※補助条件等の詳細は窓口でご確認ください。 

担当課窓口にてご案内します 


